
■
一
般
会
計
予
算
を
減
額
補
正
し
、41
億
９
千
898
万
１
千
円
に

■
４
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
事
業
者
を
指
定

令和２年５月１日 お び ら 議 会 だ よ り 第84号

４

▼
高
砂
遺
跡
焼
失
住
居
展
示

施
設
設
置
条
例
の
制
定

○
小
平
町
埋
蔵
文
化
財
資
料

館
を
高
砂
遺
跡
焼
失
住
居
展

示
施
設
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し

た
こ
と
に
伴
い
、
設
置
条
例

を
制
定
し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
特
定
教
育
・
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準

を
定
め
る
条
例
の
全
部
改
正

○
幼
稚
園
等
に
通
う
年
収

360
万
円
未
満
相
当
世
帯
及
び

全
世
帯
の
第
３
子
以
降
の
子

ど
も
に
つ
い
て
、
副
食
費
を

免
除
す
る
こ
と
の
追
加
や
文

言
等
を
改
正
し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
手
数
料
条
例
の
一

部
改
正

○
番
号
利
用
法
が
改
正
さ

れ
、
通
知
カ
ー
ド
が
廃
止
さ

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
条
例
の

一
部
を
改
正
し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
交
通
安
全
指
導
員

設
置
条
例
の
一
部
改
正

○
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

の
施
行
に
伴
い
、
交
通
安
全

指
導
員
の
身
分
等
を
改
正
し

ま
し
た
。

▼
小
平
町
附
属
機
関
設
置
条

例
の
一
部
改
正

○
重
要
文
化
財
旧
花
田
家
番

屋
の
保
存
活
用
を
図
る
た

め
、
有
識
者
に
よ
る
旧
花
田

家
番
屋
保
存
活
用
計
画
策
定

委
員
会
を
追
加
し
ま
し
た
。

▼
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の

派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

○
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方

自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
い
、
参
照

条
文
が
改
正
さ
れ
た
た
め
、

条
例
の
一
部
を
改
正
し
ま
し

た
。

▼
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
例

外
規
定
を
設
け
ま
し
た
。

▼
小
平
町
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営

の
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

○
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
施

設
の
設
置
や
運
営
に
取
り
組

め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か

ら
、
放
課
後
児
童
支
援
員
の

数
を
支
援
の
単
位
ご
と
に
２

人
以
上
か
ら
１
人
以
上
と
す

る
等
の
改
正
を
し
ま
し
た
。

▼
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
条
例
の
一
部
改
正

○
関
係
法
令
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
対
象
条
項
及
び
字
句

を
改
正
し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
道
路
占
用
料
徴
収

条
例
の
一
部
改
正

○
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
及

び
平
成
30
年
度
の
固
定
資
産

税
評
価
額
の
評
価
替
え
等
に

よ
り
道
路
法
施
行
令
の
一
部

改
正
す
る
政
令
が
公
布
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
占
用
料
等

を
改
正
し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
公
民
館
設
置
条
例

の
一
部
改
正

○
鬼
鹿
公
民
館
の
廃
止
に
伴

い
、
文
言
を
削
除
す
る
等
の

改
正
を
し
ま
し
た
。

▼
小
平
町
や
す
ら
ぎ
滞
在
交

流
拠
点
施
設
の
管
理
を
行
わ

せ
よ
う
と
す
る
事
業
者

○
小
平
町
字
小
平
町

　

株
式
会
社

　

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｙ　

Ｏ
Ｂ
Ｉ
Ｒ
Ａ

　

代
表
取
締
役　

岸
良　

斉

○
指
定
の
期
間

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら

５
年
間

▼
小
平
町
食
材
供
給
施
設
の

管
理
を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る

事
業
者

○
小
平
町
字
鬼
鹿
広
富

　

小
平
町
に
し
ん
番
屋

　
　
　
　
　
　
　

利
用
組
合

　

組
合
長　

小　

林　
　

亮

○
指
定
の
期
間

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら

５
年
間

▼
小
平
町
営
鬼
鹿
牧
場
の
管

理
を
行
わ
せ
よ
う
と
す
る
事

業
者

○
留
萌
市
高
砂
町
３
丁
目

　

南
る
も
い
農
業
協
同
組
合

　

代
表
理
事
組
合
長

　
　
　
　
　

橋　

村　
　

勉

○
指
定
の
期
間

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら

３
年
間

▼
重
要
文
化
財
旧
花
田
家
番

屋
の
管
理
を
行
わ
せ
よ
う
と

す
る
事
業
者

○
小
平
町
字
鬼
鹿
広
富

　

小
平
町
に
し
ん
番
屋

　
　
　
　
　
　
　

利
用
組
合

　

組
合
長　

小　

林　
　

亮

○
指
定
の
期
間

　

令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら

５
年
間

《
質
疑
の
内
容
》

Ｑ
山
内
議
員

　

指
定
管
理
者
の
選
定
基
準

や
更
新
の
評
価
等
は
ど
の
よ

う
に
行
い
、
ま
た
利
益
配
分

の
条
件
は
あ
る
か
伺
う
。

Ａ
斉
藤
経
済
課
長

　

募
集
要
項
で
資
格
等
を
定

め
て
い
る
が
公
募
に
よ
ら
な

い
施
設
も
あ
る
。
再
指
定
は

申
請
書
を
受
け
、
実
績
、
実

地
調
査
等
で
確
認
し
て
い
る

が
、
評
価
は
他
の
町
も
参
考

に
検
討
し
た
い
。
利
益
配
分

は
定
め
て
い
な
い
が
、
ど
の

程
度
が
妥
当
か
検
討
し
た
い
。

Ｑ
西
村
議
員

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

影
響
で
施
設
管
理
に
支
障
な

い
よ
う
対
応
を
願
い
た
い
。

Ａ
関
町
長

　

町
の
経
済
が
落
ち
込
ん
で

い
る
状
況
は
捉
え
て
い
る

が
、
具
体
的
に
実
態
を
調
査

し
、
国
や
道
の
情
報
を
共
有

し
な
が
ら
今
後
の
対
応
が
で

き
る
体
系
を
作
り
た
い
。

▼
「
民
族
共
生
の
未
来
を
切

り
開
く
」
決
議

○
ウ
ポ
ポ
イ
が
開
設
さ
れ
る

こ
の
機
会
に
、
民
族
共
生
社

会
を
作
り
上
げ
て
い
く
と
い

う
決
意
を
表
明
し
ま
し
た
。

▼
閉
会
中
の
各
委
員
会
の
継

続
調
査

○
議
会
閉
会
中
で
も
各
委
員

会
の
所
管
す
る
事
務
及
び
事

件
に
つ
い
て
、
継
続
し
て
調

査
で
き
る
こ
と
に
決
定
し
ま

し
た
。

条

例

の

制

定

条
例
の
全
部
改
正

条
例
の
一
部
改
正

決

議

発　
　
　
　
　

議

指
定
管
理
者
の
指
定


